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返還のおぼえ＞＜

下記の＜返還のおぼえ＞には、返還計画書を提出する前に返還計画の内容を

記入し、計画どおり返還しましょう。

学 校 名

貸 与 番 号

貸 与 総 額 円

返 還 期 間 年 月～ 年 月 年間

返 還 方 法 返還期日 １回当たり返還金額 返還回数

毎月１０日発行

①月賦返還 発行日から２０日後 円 回

毎年８月、１２月

②半年賦返還 に発行 円 回

発行日から２０日後

氏名

連帯借受人

住所
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返還を始めるみなさんへ

この返還のてびきは、奈良県高等学校等奨学金を貸与するみなさんのため

に、奨学金の返還方法等について、その内容と手続きをまとめたものです。

奨学金の返還が完了するまで大切に保管し、十分これを活用してください。

この奨学金は貸与であり、返還していただく必要があります。その返還金

は、後輩の奨学生への貸付原資になります。したがって、新たな貸与者のた

めにも、返還が円滑に行われるよう将来設計を立て、約束どおりの方法で確

実に返還してください。

奈良県教育委員会学校教育課奨学金係への電話による問い合わせ◎

の際には、必ず貸与番号を明示してください （本人のプライバシー。

保護のため、貸与番号や、住所等で本人の確認をするように努めて

おりますので、御協力をお願いします ）。

住所、氏名、連帯借受人、電話番号の変更があった場合は、すぐ◎

に奈良県教育委員会学校教育課奨学金係まで届け出をしてください。

☆ 「住所・氏名変更届」を提出してください。

返還することに困難な事情が生じた場合は、すぐに奈良県教育委◎

員会学校教育課奨学金係まで連絡してください。

連絡先

〒６３０－８５０２

奈良市登大路町３０番地

奈良県教育委員会学校教育課奨学金係

ＴＥＬ ０７４２－２７－９８５９
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返還完了までの流れ

貸与終了

返還計画書の提出

右記以外の 進学・留学 疾病・負傷 生活保護受 求職活動中 その他やむ

者全員 した場合 した場合 給者 にもかかわ を得ない事

災害にあっ らず就労で 情の場合

た場合 きない場合

「 （ ） 」 「 」奨学金返還猶予 免除 申請書 と 証明書類

の提出＜毎年申請が必要です。＞
※ 猶予決定されなかった者は返還開始

猶予事由終了

返 還 開 始
送付されてくる納付書で返還金納付

返還完了（通知）
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奨学金の返還について

１ 返還方法

奨学金の貸与を受けた者は、卒業または退学したときは、その月の翌月から

６か月を経過した後、１０年間の均等払いで返還することになります。

（１ 「返還計画書」の提出）

「返還計画書」は今後の返還方法等を確認する書類で、奨学金を返還す

る際に提出いただきます。

（２）返還方法の選択

返還は「返還計画書」に基づき月賦または半年賦のどちらかでおこな

います。

①半年賦 …１年分を２回に分けて返還 （８月と１２月）

②月賦 …１年分を毎月に分けて返還 （毎月１０日頃に送付）

③一括返還…貸与総額を一括で返還。

貸与終了年の１２月半年賦の返還の場合は、最初の返還開始月は

になります。

貸与終了年の１０月月賦での返還の場合は、最初の返還開始月は

になります。

返還時期が近づくと、奨学金係より納入通知書を送付しますので、最寄りの

銀行等の金融機関（ゆうちょ銀行を除く）から払い込んでください。

※ 今後、貸与生本人（借受人）の名義の口座より引き落とす方法も現在

検討中です。

※ 奈良県に本・支店のない金融機関での払い込みは、振込手数料がかか

る場合があります。

（３）返還方法の変更

当初計画した返還方法を変更したい場合は 「返還計画変更届」を奈、

良県教育委員会事務局学校教育課奨学金係へご送付ください。

＜変更は、次年度からになります。＞

＜事 例＞

月賦を選択 半年賦を選択 半年賦を選択 半年賦を選択
した場合 した場合 した場合 した場合
初回納入 初回納入 ２回目納入 ３回目納入

以後毎月納入

卒業
３月 月 月 月 月１０ １２ ８ １２

据置期間 返還期間 返還期間
（６か月） （１年目） （２年目）
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返還額の例

毎月あたり返還額貸 与 区 分 貸 与 総 額 半年あたり返還額

（半年賦の返還） （月賦の返還）

奨学金 ６４８，０００円 ３２，４００円 ５，４００円

国 （自宅通学者）

公 奨学金 １，０８０，０００円 ５４，０００円 ９，０００円

へき地加算者)（

立

奨学金 ８２８，０００円 ４１，４００円 ６，９００円

自宅外通学者)（

奨学金 １，０８０，０００円 ５４，０００円 ９，０００円

私 （自宅通学者）

奨学金 １，５１２，０００円 ７５，６００円 １２，６００円

立 へき地加算者)（

奨学金 １，２６０，０００円 ６３，０００円 １０，５００円

自宅外通学者)（

２ 残金全額または一部を一括返還するときは

返還途中で残金全額または一部の一括返還を随時受け付けますので、一括返

還を希望する月の前月までに奈良県教育委員会学校教育課奨学金係へご連絡く

ださい。

３ 返還金の督促および延滞利息

返還は、あなたが責任をもって行わなければなりません。納期限内に納入さ

れない場合は、督促状等により催促します。それ以降も納入がない場合は、

連帯借受人に対して請求することになります。

また、滞納金には年１０．９５％の延滞利息が加算されますので、必ず納期

限内に納入してください。

滞納者には、係員が自宅や勤務先へ訪問し、集金と今後の返還方法について★

相談することもあります。

滞納者には支払督促の申立てから強制執行に至るまでの法的手続きをとるこ★

とがあります。

４ 領収書の保管

金融機関で返還金を払い込んだ際の領収書は、大切に保管してください。
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５ 返還猶予制度の利用

貸与を受けた者が次の場合は、返還猶予制度を利用できますので、返還期日

奨学金返還猶（Ｐ３ 事例を参照）の１ヶ月前までに『証明書類』と一緒に『

を奈良県教育委員会学予（免除）申請書』（14ﾍﾟｰｼﾞの各種様式をｺﾋﾟｰしてください。）

校教育課奨学金係に提出してください。

なお、猶予申請は毎年おこなっていただく必要がありますので、ご注意下さい。

添付書類と猶予期間

事 由 証 明 書 類 証明書類発 猶予期間

行者 （毎年申請

が必要）

(1) 大学、短期大学、大学院、専 在学証明書 在学学校長

修学校、各種学校へ進学した場 ４月（新年度）※

合 以降発行のもの 在学中

または留学した場合 （ただし、＜猶予申請年度のもの＞

留学は３年

入学（受験）準備中で予備校 在学証明書 在学学校長 が限度）

等に在学している場合 または出身学校の担 出身学校長等

当教諭の証明書等

(2) 疾病・負傷した場合 診断書 医師

(3) 災害にあった場合 り災証明書等 官公署長

通算３年が

(4) 生活保護を受けている場合 生活保護受給証明書 福祉事務所長 限度

(5) 求職活動中にもかかわらず就 ハローワークカード 職業安定所長

労できない場合 の写し

又は離職証明

※ 返還猶予が認められた場合は、決定通知書を送付します。
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６ 返還免除制度の利用

貸与を受けた者が次の場合には、残額の全部または一部の返還を免除するこ

とができます。

返還免除は、次の（１ （２）により奈良県教育委員会学校教育課奨学金係）、

に申請してください。

事 由 証 明 書 類 証明書類発行者

(1) 貸与を受けた者が死亡した 死亡診断書又は住民票 医師、市町村長

場合 の除票

(2) 貸与を受けた者が心身の著 身体障害者手帳の写し 知事

しい障害により返還が困難に 精神障害者保健福祉手

なった場合 帳の写し

※ 返還免除が認められた場合は、決定通知書を送付します。

７ その他の諸届

次の場合は、奈良県教育委員会学校教育課奨学金係に「住所・氏名変更届」

を提出してください。（14ﾍﾟｰｼﾞの各種様式をｺﾋﾟｰしてください。）

下記に該当する事由が生じたにもかかわらず書類が未提出の場合、奈良県か

らの通知が届かず延滞利息が課される原因になる等、大変不利益なことも生じ

ます。

（１） 貸与を受けた者の住所または氏名に変更があったとき

（２） 連帯借受人の住所または氏名に変更があったとき

（３） 連帯借受人を変更するとき（新しい連帯借受人の印鑑登録証明を添付して

下さい）

８ 返還完了

返還が完了したときは、完了通知書を発行します。
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各種様式記入例
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返還計画書
貸与終了時（卒業、辞退）に貸与状況明細通知書を送りますので、それを参考に記入し

て下さい。

申
請
書
の
印
鑑
で
お
願
い
し
ま
す

実
印
で
お
願
い
し
ま
す

返還方法を指定し
て下さい。
半年賦の場合は毎
年８月頃と１２月
頃が返還時期とな
ります。
月賦の場合は１０
月から返還が始ま
ります。
なお、一括で返還
することも可能で
す。

卒業後、上記住所
から連絡先が変わ
る場合は記入して
下さい。
進学先、就職先
は予定でも結構で
す。
なお、未定の場
合は空欄で結構で
す。

高校卒業後、進学等
理由で返還の猶予申
請予定がある場合は、
「ア」、ない場合は

「イ」に をつけて○
ください。
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返還計画変更届
当初計画した返還方法を変更したい場合、届の提出が必要です。

ただし、残額一括や一部返還で、半年賦額、月賦額に変更のない場合は提出する必要は

ありません。

この届を提出する
時点での返還残額
を記入して下さい。
わからない場合は
奨学金係までお問
い合わせ下さい。

金額、返還
方法等、具体
的に記入して
ください。
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奈良県高等学校等奨学金返還猶予（免除）申請書

２０／２０は半
年賦の場合で、
月賦の場合は
／１２０回にな
ります

毎年申請が必要ですので、
期間は１年間です。

例 ＜在学中＞
平成２０年４月から
平成２１年３月まで

例 ＜在学中以外＞
平成２０年１０月から
平成２１年 ９月まで
の間で希望する期間

返還期日の１ヶ
月前までに必ず
申請をして下さ
い。そうでない
と、猶予ができ
ない場合があり
ます。
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住所・氏名変更届

連帯借受人の変
更および氏名等
の変更により、
印鑑登録証明書
に変更がある場
合。
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各 種 様 式

www.pref.nara.jp/gakko/syougakusitu/sinkiitiran.htmhttp://

に掲載しています。

→ → 学校教育課 → → 各種様式＞＜奈良県庁ホームページ 教育委員会事務局 奨学金係

書類送付先＞＜

〒６３０－８５０２

奈良市登大路町３０番地

奈良県教育委員会学校教育課奨学金係

ＴＥＬ ０７４２－２７－９８５９


